
 
令和元年度 

長岡市寺泊地域ふるさと創生基金事業 

 

事  業  名 事  業  内  容 

地域の魅力ＰＲ事業 【目的】 

地元で水揚げされる寺泊地域自慢の食材を活用した料理づくり体験をしてもら

い、寺泊産食材の地産地消を促すとともに、世代間の交流を深める。 

食材だけでなく、寺泊地域の宝と地域の方々とのコラボにより観光振興を図り、地

域の活性化に資する。 

【内容】 

地元食材を活用して、塩引き鮭づくり体験は地域内の参加者から体験してもら

う。顔出しパネルの製作設置とゆるキャラの登場により、若い世代にも地域資源をア

ピールし、記憶と映像に残してもらう。つわぶきの開花時期に合わせて史跡や寺院

等で行うイベントに協力し、観光振興の相乗効果を図る。 

【日程】 

① まりんを探せ！！“一緒に写真をハイチーズ”事業    海水浴シーズン 

② つわぶき祭り発信支援                      ９～１１月を予定 

③ 親子塩引き鮭づくり体験                    １１月 ９日（土）調整中 

（一昨年度「塩引き鮭づくり体験」１１月１１日（土）寺泊地域在住の方） 

 

ふるさと講演会事業 【目的】 

寺泊に深くかかわる北前船の歴史等を知る有識者、寺泊地域の史跡を熟知する

有識者による講演会を開催し、寺泊の歴史を学び、先人が乗り越えた苦難を例に、

現代の課題にどう対応していくかを語ってもらい、寺泊地域の課題解決を目指す。 

【内容】 

  北前船・夏戸城をテーマに、寺泊の魅力を講義いただき、参加者が地域に魅力と

誇りを持ってもらう。 

【日程】 

① 旧寺泊町教育長 柳下明也氏による講演会        ７月 ７日（日） 

② 寺泊史跡ボランティア 小越忠教氏による講演会    １２月 １日（日） 

 

インバウンド促進・ 

体験交流事業 

【目的】 

海外からの市民訪問団を迎え、寺泊の地域資源を見て・感じ・体験してもらう交

流事業を行い、参加者から意見や感想を聞き取り、インバウンドに対応するための

ノウハウを身につけ、更なる地域の魅力発信と受け入れが可能な体制整備に繋が

ることを目指す。 

【内容】 

地域内の寺院で写経を体験。海岸部では、地引網をして地域資源を感じてもら

う。その後、職人の華麗な包丁さばきによる採れた食材の調理を見学。寺泊の海の

幸を堪能いただき、地元の人達との交流を通じて、様々な観点からの意見や感想

を聞き取りする。 

【日程】 

〇 海外市民訪問団の寺泊地域体験交流       １０月１日（火） 

（ドイツ：トリア－市）          または１０月２日（水） 

 

資料№１ 



 
公募事業 【目的】 

  寺泊の地域資源を生かした地域活性化事業や、地域における交流と連携を

促進する事業を支援することにより、地域活動団体の育成とまちづくりを進

める。 

【内容】 

寺泊地域の組織育成及び地域活性化を図るため、寺泊地域の様々な活動団

体が活用できる公募枠を設ける。 

寺泊地域で活動する各種団体や町内会等であって、寺泊地域の地域振興や

課題解決を目的としたソフト事業を対象とする。ハード事業や既に実施して

いる事業は対象外とする。 

６月２１日全戸配布「支所からのお知らせ(６月号)」にて周知する。 

【日程】 

  第一次募集 ６月２１日（金）から７月８日（月）午後５時まで 

  第二次募集 第１次募集の交付決定状況により、募集を決定する。 

 
 



 

令和元年度 ふるさと創生基金事業【公募周知】原稿（案） 
てらどまり支所からのお知らせ 令和元年６月号 
 

 
寺泊地域ふるさと創生基金事業実行委員会 

 

 
 
 今年度から、新たに公募枠を設けました。公募によって寺泊地域のより様々な活動団体からご活用

いただくことにより、寺泊地域の組織育成及び地域活性化を図りたいと考えております。 

まずはお気軽に、寺泊支所地域振興課へお問い合わせ・ご相談ください。 
 
【目 的】 

寺泊の地域資源を生かした地域活性化事業や、地域における交流と連携を促進する事業を支援す

ることにより、地域活動団体の育成とまちづくりを進めます。 
 
【対象者】 

  寺泊地域で活動する各種団体、町内会等とします。 

  但し、政治活動または宗教活動を目的とする団体は対象外です。 
 
【対象事業例】 

  寺泊地域の地域振興や課題解決を目的としたソフト事業を対象とします。 

   〇寺泊の地域資源の魅力発信や、伝統文化の保存・伝承に向けた新たな取り組み 

   〇若者定住など地域の課題解決に向けた取り組み 

   〇地域コミュニティの育成や醸成に資する取り組み など 
 
【対象とならない事業例】 

   〇ハード事業  ※｢地域住民の直営｣による、材料を購入しての看板制作などは認められます。 

   〇町内や地区の祭り・敬老会など、既に実施している事業 
 
【応募期間】 

第１次募集  令和元年 6 月 21 日（金）から 7 月 8 日（月）午後 5 時まで 

第２次募集  第１次募集の交付決定状況により、募集を決定します。 
 
【交付決定の方法】 

ふるさと創生基金事業実行委員会で審査し決定します。 
 
【問い合わせ先】 

寺泊支所地域振興課 地域振興・防災担当（電話 0258-75-3111） 

  

令和元年度『ふるさと創生基金』を活用した事業を募集します 


